
東京都がん対策推進計画（第三次改定）

都道府県が、がん患者に対するがん医療の提供状況
等踏まえ策定する、がん対策の推進に関する計画
（がん対策基本法第１２条第１項）

東京都がん対策推進計画とは

令和６年度から令和１１年度までの６年間（少なく
とも６年ごとに必要に応じて変更）

計 画 期 間

都のがんの状況

全体目標及び分野別目標○ がんの罹患を防ぎ、がんによる死亡を
減らすため、がんの予防・早期発見が必要

〇 がんによる死亡を減らし、患者及びその
家族の療養生活の質を向上させるため、
適切な医療を受けることができる体制の
充実が必要

〇 患者及びその家族の療養生活の質の
向上を図るため、誰もが社会で自分らしく
安心して生活できる環境の整備が必要

【がん予防】

科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実

【がん医療】

患者本位で持続可能ながん医療の提供

【がんとの共生】

がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる地域共生社会の構築

「誰一人取り残さないがん対策を推進し、
全ての都民とがんの克服を目指す。」

前立腺がん

8,998人

16.7%

大腸がん

8,936人

16.6%

肺がん

7,709人

14.3%
胃がん

7,197人

13.4%

食道がん

2,370人

4.4%

肝がん

2,260人

4.2%

その他

16,290人

30.3%

男性

令和元年

53,760人

東京都の部位別がん罹患数（令和元年）

（総数：97,948人）

乳がん

11,060人

25.0%

大腸がん

6,798人

15.4%

肺がん

4,413人

10.0%

胃がん

3,405人

7.7%

子宮がん

3,176人

7.2%

膵臓がん

2,052人

4.6%

その他

13,284人

30.1%

女性

令和元年

44,188人

出典：「全国がん登録」（厚生労働省）

悪性新生物（がん）

34,341人

26.9%

心疾患

19,002人

14.9%

老衰

13,951人

10.9%

脳血管疾患

8,913人

7.0%

肺炎

5,865人

4.6%

不慮の事故

2,830人

2.2%

その他

42,747人

33.5%

令和３年

127,649人

東京都の主要死因別死亡者数

出典：「人口動態統計（令和３年）」（東京都保健医療局）



計 画 の 内 容

○ これまでの国及び都のがん対策、本計画の位置付け及び計
画期間・進行管理方法

○ 都における死亡・罹患の状況、がん医療に係る地域特性等

○ 本計画期間におけるがん対策の全体目標とその考え方

Ⅰ がん予防
１ がんのリスクの減少（一次予防）
○ 生活習慣・生活環境の改善に向けた取組の推進
・ 喫煙率減少、受動喫煙対策の推進
・ がんのリスクを下げる生活習慣・環境づくりの推進
○ 肝炎ウイルス、ＨＰＶ等の感染に起因するがん予防のた
めの取組の推進

２ がんの早期発見（二次予防）
○ がん検診受診率６０％の達成に向けた区市町村、職域等
の関係機関支援及び普及啓発の推進
○ 科学的根拠に基づく質の高いがん検診の実施や、精密検
査受診率９０％の達成に向けた体制の整備

Ⅱ がん医療
１ がん医療提供の充実
○ 拠点病院間の役割分担の整理と明確化を通した、拠点病
院等における医療提供体制の充実
○ 二次保健医療圏内連携体制の構築の推進を通した、地域
の医療機関におけるがん医療提供体制の充実

２ 診断された時からの切れ目のない緩和ケアの提供

○ 診断時からの経時的な苦痛・つらさの把握と適切な対
応の推進、診断時の支援の充実
○ 緩和ケアに係る人材育成の充実・強化
○ 都民等に対する緩和ケアに関する正しい理解の促進

３ 小児・ＡＹＡ世代のがん医療に特有の事項

○ 移行期医療支援や成人領域と小児領域の連携の推進
○ 長期フォローアップの推進

４ 高齢者のがん医療に特有の事項
○ 医療機関と介護事業所等の連携の推進

Ⅲ がんとの共生
１ 相談支援の充実
○ がん相談支援センターへのつなぎの促進
○ ピア・サポーターの提供推進

２ 情報提供の充実
○ 東京都がんポータルサイトによる効果的な情報発信

３ 社会的な問題への対応
○ 治療と仕事の両立支援
○ 就労以外の社会的な問題への対応（アピアランスケア等）

４ ライフステージに応じた患者・家族支援
○ 患者のライフステージ（小児・ＡＹＡ世代、壮年期、
高齢者）に応じた適切な支援等の推進

Ⅳ 基盤の整備
○ がん登録、がんに関する研究、がん教育の推進

○ 都や区市町村、都民、医療機関、事業者、医療保険者、
教育機関等の役割

第１章 計画改定に当たって

第２章 がんを取り巻く現状

第３章 全体目標・分野別目標と基本方針

第５章 計画推進のために

第４章 分野別施策

【URL】
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/research/tais
aku/suisin_keikaku/suishinkeikakudai3zikaitei.html

https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/iryo_hoken/gan_portal/research/taisaku/suisin_keikaku/suishinkeikakudai3zikaitei.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅳ　基盤の整備
１ がん登録の推進 ２ がんに関する研究の推進 ３ がんに関する正しい理解の促進 ４ 患者・市民参画

   〇 全国がん登録の質の向上及び利活用の推進

   ○ 院内がん登録の質の向上及び利活用の推進

   〇 がん研究の着実な推進    〇 学校におけるがん教育の推進

   ○ あらゆる世代に対するがんの理解促進及び啓発の推進

   〇 患者・市民参画の推進

東京都がん対策推進計画（第三次改定）の全体図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分野別施策 
 

 

全体目標 

 

『 誰一人取り残さないがん対策を推進し、全ての都民とがんの克服を目指す。 』 

がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる 

地域共生社会の構築 
患者本位で持続可能ながん医療の提供 科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実 

指標 現行値 目標値

がんの75歳未満

年齢調整死亡率
64.9 54.8未満

日常生活をがんに

罹る前と同じよう

に過ごすことがで

きていると回答し

た患者の割合

（成人）

66.8%

（小児）

基準値なし

増やす

分  野 取組項目

１生活習慣及び生活環境に関する取組の推進
〇 喫煙率の減少に向けた啓発や環境整備の推進、受動喫煙対策の推進

〇 科学的根拠に基づくがんのリスクを下げるための生活習慣に関する普及啓発の推進、生活習慣を改善しやすい環境づくりの推進

２感染症に起因するがんの予防に関する取組の推進 〇 肝炎ウイルスに関する普及啓発及び検査体制の整備、HPVに起因するがんの予防、HTLV-1に関する検査の着実な実施、ヘリコバクター・ピロリに起因するがんの予防

１がん検診の受診率向上に関する取組の推進 〇 受診率向上に向けた関係機関支援の推進、がん検診受診に関する普及啓発の推進

２科学的根拠に基づくがん検診の実施及び質の向上に関する取組の推進 〇 科学的根拠に基づく質の高い検診実施に向けた支援の推進、職域におけるがん検診の適切な実施に向けた支援の推進

１拠点病院等（成人・小児）における医療提供体制の充実
〇 拠点病院間の役割分担の整理と明確化、高度な治療の提供体制の整備（手術療法・放射線療法・薬物療法）

〇 都民に対する適切な情報発信、高度かつ専門的な医療へのアクセシビリティの向上等

〇 多職種での連携に基づく支持療法の推進、BCPの検討等

２地域の医療機関におけるがん医療提供体制の充実
〇 二次保健医療圏における連携体制の構築推進、円滑な転退院・在宅移行の推進

〇 在宅医療提供体制の強化、在宅医療・緩和ケアを担う人材育成等

１都内の緩和ケアの提供体制の充実
〇 拠点病院等における取組（診断時からの経時的な苦痛・つらさの把握と適切な対応の推進、診断時の支援の充実、早期からの意思決定支援の推進等）

〇 拠点病院等以外の病院における緩和ケアの推進（診断時からの経時的な苦痛・つらさの把握と適切な対応の推進、診断時の支援の充実）

〇 緩和ケア病棟における緩和ケアの推進、在宅緩和ケアの推進

２緩和ケアに係る人材育成の充実・強化 〇 緩和ケアに係る研修の実施の推進、緩和ケアに係る人材育成の支援

３都民の緩和ケアに関する正しい理解の促進 〇 都民向けの緩和ケアに関する普及啓発、患者・家族向けの緩和ケアに関する普及啓発

１小児がん患者に関する事項 〇 移行期医療支援の推進

２ＡＹＡ世代がん患者に関する事項 〇 AYA支援チームの設置の推進、成人領域と小児領域の連携の推進

３小児・ＡＹＡ世代のがん患者に共通の事項 〇 長期フォローアップの推進、生殖機能温存療法実施体制の充実

高齢者のがん医療に特有の事項 ー 〇 医療・介護関係者による連携の推進、意思決定支援の推進

１がん相談支援センター 〇 がん相談支援センターへのつなぎの推進、がん相談支援センターの質の向上、多様な相談ニーズへの対応

２患者団体・患者市民団体 〇 患者団体・患者支援団体の情報掲載・発信の強化

３ピア・サポート及び患者サロン 〇 ピア・サポーターの提供推進、患者サロンの開催支援、ピア・サポート及び患者サロンの開催情報の発信強化

１情報提供の充実・強化 〇 東京都がんポータルサイトの周知、情報発信の見直し

２東京都がん診療連携協議会及び小児がん拠点病院との連携 〇 関係者間で連携した情報発信

３科学的根拠に乏しい情報への対応 〇 科学的根拠に乏しい情報への注意喚起

４様々な背景を有する人への情報提供 〇 様々な背景を有する人への適切な配慮の推進

１治療と仕事の両立支援
〇 患者・家族に対する支援（診断直後の退職防止、新規就労・再就職に向けた支援、職場との意思疎通の支援、様々な就労形態のがん患者への支援）

〇 職場における支援の推進（職場における環境整備の推進、人事労務担当者と関係者での連携の推進）

〇 医療機関における支援の推進（就労に係る意向を考慮した治療計画策定の推進、新規就労・再就職のための情報提供の推進、がん相談支援センターにおける両立支援の推進）

２就労以外の社会的な問題への対応 〇 アピアランスケアの推進、生殖機能温存に関する取組の推進、がん患者の自殺防止

１小児・ＡＹＡ世代 〇 在宅療養に対する支援、教育機会の保障,、きょうだいへの支援、子育て中の患者・家族への支援、治療と仕事の両立支援

２壮年期 〇 治療と仕事の両立支援、子育て中の患者・家族への支援、介護中のがん患者への支援

３高齢者 〇 医療・介護関係者による連携の推進、意思決定支援の推進、がん相談支援センターへのつなぎの推進、利用可能な支援策の周知

主な取組の方向性

Ⅰ がん予防

がんのリスクの減少

（がんの一次予防）に向けた

取組の推進

Ⅱ がん医療

小児・ＡＹＡ世代のがん医療に

特有の事項

がんと診断された時からの

切れ目のない緩和ケアの提供

がん医療提供の充実

がんの早期発見

（がんの二次予防）に向けた

取組の推進

Ⅲ　がんとの
    共生

社会的な問題への対応

ライフステージに応じた

患者・家族支援

情報提供の充実

相談支援の充実


